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日 から、 事 の に いただ 、 く し ます。 
月のテ カだよりは、「認定有効期間の半数を超える短期入所の 用」についてです。 

軽 者 の 付と に、 らについても毎 届出 れが して ります。 
いま一 、 の 確認を い します。 

  
    １１１１    制度制度制度制度のののの概要概要概要概要・・・・趣旨趣旨趣旨趣旨            

の 要 の の 計 に る 合 、  
木市に対し、届出が必要です。 
●短期入所サービスは、 用者の の の びに 用者の の 的及び 的 の

軽減を図るためのサービスです。 
● 用者の した日 の のために 用されるもので り、 期 用を 定したものでは

ないため、 用する日数が要 認定の有効期間の 半数を超えないようにしな れ な
りません。 

●しかし、 用者の の を して、 の のために特に必要と認められる場合
は、認定有効期間の半数を 回る日数の短期入所サービスを 用する とが です。 

  定 の事 の 及び に する  第13条 二十一】 
 

    ２２２２    対象対象対象対象となるケースとなるケースとなるケースとなるケース            

●短期入所サービスの 用日数が、要 認定有効期間の半数を 回る場合 
 ）認定有効期間が12か月（365日）：365日×1/2＝182.5 → 183日目に 用する月  
 ※ 日数（ 続 用31日目 ）及び を超えて 用者が した 

短期入所サービスの日数についてはカウントしません。 
 
    ３３３３    届出時期届出時期届出時期届出時期            

●認定の有効期間内に短期入所サービスの 用日数が、半数を超える となったと  
※半数を超える前月までに提出してください。事後の届出は原則認められません。 
●継続の場合は、認定有効期間末月まで毎月 

 
）認定有効期間が 10月 日 ９月30日までの場合（366日※ のため） 

用月 月 ７月 ８月 ９月 

用日数 180 日 ５日 ５日 ５日 

用日数 180 日 185 日 190 日 195 日 

  →７月に183日目を迎えるため、６月までに７月 用予定分の新規届出を い、 ９月 用 
予定分まで毎月継続して届出を う。 

   認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について 
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    ４４４４    届出書類届出書類届出書類届出書類            

①短期入所サービス 用の 書（認定有効期間の 半数を超える場合） 
②短期入所サービス 用実績（予定）書 
③添付書類  
新規「サービス 用 」「 用 」:認定有効期間 月 半数を めて える月分（予定） 
継続「サービス 用 」「 用 」:前回提出した予定月の実績確定分と次月分 
  「 」：前回 書の提出日から まで 

※継続の場合も毎月①②が必要 
 

【茨木市ホームページ】  

各課のご案内 ＞ 健康福祉部 ＞ 長寿介護課 ＞ 介護保険事業者の方へ  

＞ 介護支援専門員向けページ ＞認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について 

    

    ５５５５    よくあるごよくあるごよくあるごよくあるご質問質問質問質問            

問１ 合計するのか。 
（答）短期入所サービスとは、短期入所 及び短期入所 を します。 

よって サービスの 用が る場合は、合計してカウントします。 
 
問２ 届出 し 。 の に対 す か。 
（答） した で に の 、 かに提出してください。 
 
問３ 届出 の の に るのか。 
（答）茨木市では、「トリトンモニター」という適正化システムを用いて、定期的に点検していま

す。対象者の届出がない場合、 から させていただ ます。 
 
 
 

 

 

 

ちなみに、短期入所施設への福祉用具貸与品の持ち込みは原則認めら

れません。 

詳しくは「テキセイカだより vol.1」をご確認ください。 

今後とも、短期入所サービスの適正な利用にご協力よろしくお願い致

します。 
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